
 



 



 



香川県消費生活センターからのお知らせ 
 

消 費 者 ト ラ ブ ル に ご 注 意 ！！ 
                                                                                          

強引な住宅リフォームの勧誘に注意 

❖「自宅を訪問した事業者に、外壁塗装工事を強引に勧められ、断り切れず契約をしたが、解約したい」 

という相談。 

⇒ 不要であれば、あいまいな言い方をせず、きっぱり断りましょう。工事を検討している場合は、事業 

 者から契約をせかされても、急いで契約せず、複数の事業者から見積もりを取って比較するなど、慎重 

 に検討しましょう。なお、訪問販売や電話勧誘の場合、契約書面を受け取った日から８日以内であれば、 

クーリング・オフで契約解除ができます。 

 

排水管の点検や洗浄の勧誘に注意 

❖「自宅に『無料で排水管の点検をする』と事業者が来た。点検後『詰まっている。早く洗浄した方が 

いい』と言われて契約したが、解約したい」という相談。 

⇒ 「無料で点検する」と勧誘してくる事業者には簡単に応じないようにしましょう。点検を依頼する際 

は、結果をきちんと確認し、事業者の説明をうのみにしないことが重要です。洗浄が不要であれば、き 

っぱり断りましょう。広告を見て洗浄を依頼する場合は、料金の条件や内容を慎重に確認しましょう。 

 

実在する事業者をかたる架空請求メール 

❖「大手通信事業者をかたり『サイト利用料が未払いである』というＳＭＳが届いた。電話で内容を問い 

 合わせたが、心当たりがない」という相談。 

⇒ これは、電話番号あてに無差別に送られた架空請求メールと思われます。心当たりがなければ、連絡 

せず無視しましょう。相手に連絡すると、やり取りの中で自分の情報を知られ、さらに金銭を請求され 

るおそれがあります。架空請求かどうか分からない時や不安に感じた時は、消費生活センターにご相談 

ください。 

 

 

国民生活センターのホームページ（高齢者の消費者被害） 

 https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/koureisha.html 

 「国民生活センター」＞「注目情報」＞「テーマ別特集」＞「高齢者の消費者被害」 
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香川県警察相談専用電話   ♯９１１０    西讃県民センター    ０８７５－２５－５１３５ 

     又は  ０８７－８３１－０１１０  高松市消費生活センター ０８７－８３９－２０６６ 


